
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　外側板（ 3）と、内側板（ 2）と、該外側板（ 3）と内側板（ 2）との間に充填された断
熱材から形成された断熱層（ 4）とを備え、
　　上記内側板（ 2）に機器（ 16）の取付けボルト（ 30）が貫通する取付孔（ 31）が形成
された冷凍装置のケーシング構造であって、
　　上記内側板（ 2）の取付孔（ 31）に対応して上記断熱層（ 4）に設けられ、上記取付け
ボルト（ 30）が螺合するナット（ 40）と、
　　平板を折り曲げて上記内側板（ 2）に当接する座部（ 42）及び、該座部（ 42）の一辺
から上記外側板（ 3）に向かって突出する凸部（ 43）を有するＬ字型片に形成され、上記
ナット（ 40）が座部（ 42）に取り付けられ、上記ナット（ 40）が内側板（ 2）の取付孔（ 3
1）に対応するように上記断熱層（ 4）に設けられ

回り止め片（ 41）とを
備えている
ことを特徴とする冷凍装置のケーシング構造。
【請求項２】
　　請求項１において、
　　上記回り止め片（ 41）の座部（ 42）は、取付けボルト（ 30）と直交方向に延びる平板
に形成されている
ことを特徴とする冷凍装置のケーシング構造。
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【請求項３】
　　請求項２において、
　　上記回り止め片（ 41）の凸部（ 43）は、上記座部（ 42）の一辺から取付けボルト（ 30
）の軸方向に折り曲げて形成されている
ことを特徴とする冷凍装置のケーシング構造。
【請求項４】
　　請求項１において、
　　上記回り止め片（ 41）の座部（ 42）には、上記取付けボルト（ 30）が貫通する貫通孔
（ 42a）が設けられ、
　　上記ナット（ 40）は、上記貫通孔（ 42a）に上記ナット（ 40）のネジ穴（ 40a）が対応
するように、上記回り止め片（ 41）に溶接されている
ことを特徴とする冷凍装置のケーシング構造。
【請求項５】
　　請求項１において、
　　上記回り止め片（ 41）の座部（ 42）には、上記ナット（ 40）を嵌め合わせて固定する
ための嵌合孔（ 42b）が設けられている
ことを特徴とする冷凍装置のケーシング構造。
【請求項６】
　　請求項１において、
　　上記回り止め片（ 41）の凸部（ 43）には、断熱材の充填孔（ 43a）が形成されている
ことを特徴とする冷凍装置のケーシング構造。
【請求項７】
　　外側板（ 3）と、内側板（ 2）と、該外側板（ 3）と内側板（ 2）との間に形成された断
熱層（ 4）とを備え、
　　上記内側板（ 2）に機器（ 16）の取付けボルト（ 30）が貫通する取付孔（ 31）が形成
された冷凍装置のケーシングの製造方法であって、
　　平板を折り曲げて座部（ 42）と該座部（ 42）の一辺から上記取付けボルト（ 30）の軸
方向に向かって突出する凸部（ 43）とを有するＬ字型片に形成されると共に上記ナット（
40）が座部（ 42）に取り付けられた回り止め片（ 41）とナット（ 40）とを上記外側板（ 3
）と内側板（ 2）との間に位置させ、且つ上記内側板（ 2）に上記回り止め片（ 41）の座部
（ 42）を当接させ、内側板（ 2）の取付孔（ 31）を貫通する仮止めボルト（ 45）を上記ナ
ット（ 40）に螺合して内側板（ 2）に取り付ける仮止め工程と、
　　次に、上記外側板（ 3）と内側板（ 2）との間に断熱材を充填して

断熱層（ 4）を形成する断熱工程と、
　　次いで、上記仮止めボルト（ 45）を取り外し、取付けボルト（ 30）をナット（ 40）に
螺合して機器（ 16）を内側板（ 2）に取り付ける機器取付工程とを備えている
ことを特徴とする冷凍装置のケーシングの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、冷凍装置のケーシング構造及びそのケーシングの製造方法に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　　従来から、コンテナのケーシング内に、食料品等の運搬物を貯蔵して冷却を行いなが
ら運搬される冷凍コンテナが知られている。このような冷凍コンテナのケーシングは、庫
内の気密性と、庫内と庫外との断熱性とを確保できる構造になっている（例えば、特許文
献１）。
【０００３】
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　　特許文献１の冷凍コンテナのケーシングは、金属製の庫外ケーシングと合成樹脂が一
体形成されてなる庫内ケーシングとの間に発泡合成樹脂製の断熱層が形成されることによ
り、庫内の気密性及び断熱性が確保されている。
【特許文献１】特開平８－３３７２８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　　ところで、上記特許文献１の冷凍装置においては、庫内ケーシングに、庫内を冷却す
るための機器が取付られている。
【０００５】
　　具体的に、図７に示すように、庫内ケーシング（ 2）には、機器（ 16）を取り付ける
ための取付けボルト（ 30）を貫通させる取付孔（ 31）が設けられ、断熱層（ 4）中には、
この取付けボルト（ 30）が螺合するように、取付孔（ 31）に対応してナット（ 40）が設け
られている。このナット（ 40）は、樹脂製の接着剤（ 100）を充填した型容器（ 101）を被
せて、この接着剤（ 100）の接着力によって、内側板（ 2）に取付られている。そのため、
接着剤（ 100）の接着力にばらつきがあると、取付けボルト（ 30）を挿入する際に、ナッ
ト（ 40）が外れて空回りするという問題点があった。
【０００６】
　　また、このナット（ 40）が設けられたケーシングの製造方法としては、先ず、内側板
（ 2）の取付孔周辺をサンディングして、サンディング面を有機溶剤で洗浄し、サンディ
ング面にナット（ 40）を当接させて仮止めボルトで仮止めした後、樹脂製の接着剤（ 100
）を調合して、この接着剤（ 100）を充填した型容器（ 101）をナット（ 40）に被せ、約１
２時間かけて接着剤（ 100）を硬化させることにより、ナット（ 40）を固定していた。そ
して、最終工程において、仮止めボルトを外して、ウレタンのような発泡性を有する断熱
材を充填をして、断熱層（ 4）を形成していた。そのため、サンディング、洗浄、接着剤
の混合等、加工工程が多くなると共に、接着剤の硬化に要する時間が長いために、製造時
間が長くなるという問題点があった。
【０００７】
　　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、内側板と外側板と間の断熱層に、
機器の取付けボルトが螺合するナットを設けた冷凍装置のケーシングにおいて、ナットの
固定力の安定化を図ると共に、このケーシングの製造工程の簡略化と製造時間の低減とを
図ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　　第１の発明は、外側板（ 3）と、内側板（ 2）と、該外側板（ 3）と内側板（ 2）との間
に充填された断熱材から形成された断熱層（ 4）とを備え、上記内側板（ 2）に機器（ 16）
の取付けボルト（ 30）が貫通する取付孔（ 31）が形成された冷凍装置のケーシング構造で
ある。そして、上記内側板（ 2）の取付孔（ 31）に対応して上記断熱層（ 4）に設けられ、
上記取付けボルト（ 30）が螺合するナット（ 40）と、平板を折り曲げて上記内側板（ 2）
に当接する座部（ 42）及び、該座部（ 42）の一辺から上記外側板（ 3）に向かって突出す
る凸部（ 43）を有するＬ字型片に形成され、上記ナット（ 40）が座部（ 42）に取り付けら
れ、上記ナット（ 40）が内側板（ 2）の取付孔（ 31）に対応するように上記断熱層（ 4）に
設けられ

回り止め片（ 41）とを備えている。
【０００９】
　　この第１の発明では、上記ナット（ 40）を上記回り止め片（ 41）に取り付けたために
、上記回り止め片（ 41）の座部（ 42）によって、上記ナット（ 40）のみを上記内側板（ 2
）に当接させるよりも、上記内側板（ 2）との接触面積を大きくできることと、上記回り
止め片（ 41）が凸部（ 43）を備えていることとにより、上記座部（ 42）及び上記凸部（ 43
）が断熱層（ 4）中で断熱材から受ける抵抗力を利用して、上記ナット（ 40）が取付孔（ 3

10

20

30

40

50

(3) JP 4017002 B2 2007.12.5

且つ座部（ 42）と内側板（ 2）との隙間（ 2a）に流入した断熱材のみにより内側
板（ 2）に接着されている



1）に対応する位置から落下することと、取付けボルト（ 30）を螺合する際に空回りする
こととを防止する。
【００１０】
　　第２の発明は、第１の発明において、上記回り止め片（ 41）の座部（ 42）は、取付け
ボルト（ 30）と直交方向に延びる平板に形成されている。
【００１１】
　　この第２の発明では、上記座部（ 42）を、上記内側板（ 2）に確実に当接させて、上
記ナット（ 40）の空回りと落下を防止する。
【００１２】
　　第３の発明は、第２の発明において、上記回り止め片（ 41）の凸部（ 43）は、上記座
部（ 42）の一辺から取付けボルト（ 30）の軸方向に折り曲げて形成されている。
【００１３】
　　この第３の発明では、上記回り止め片（ 41）の凸部（ 43）が、上記内側板（ 2）と略
垂直になるので、断熱層（ 4）において、上記凸部（ 43）に断熱材の抵抗力が確実に作用
する。また、上記回り止め片（ 41）を、上記座部（ 42）に上記凸部（ 41）を、わざわざ取
り付けることなく、座部（ 42）を折り曲げて形成し、回り止め片（ 41）を構成する部品点
数の低減と加工の簡素化を図る。
【００１４】
　　第４の発明は、第１の発明において、上記回り止め片（ 41）の座部（ 42）には、上記
取付けボルト（ 30）が貫通する貫通孔（ 42a）が設けられ、上記ナット（ 40）は、上記貫
通孔（ 42a）に上記ナット（ 40）のネジ穴（ 40a）が対応するように、上記回り止め片（ 41
）に溶接されている。
【００１５】
　　この第４の発明では、上記ナット（ 40）と上記回り止め片（ 41）とを溶接して、確実
に固定する。また、上記取付けボルト（ 30）が、上記回り止め片（ 41）の座部（ 42）を介
して上記ナット（ 40）に螺合されるので、上記回り止め片（ 41）の座部（ 42）が上記ナッ
ト（ 40）の座金として機能する。
【００１６】
　　第５の発明は、第１の発明において、上記回り止め片（ 41）の座部（ 42）には、上記
ナット（ 40）を嵌め合わせて固定するための嵌合孔（ 42b）が設けられている。
【００１７】
　　この第５発明では、上記回り止め片（ 41）と上記ナット（ 40）とを、溶接することな
く固定することができるので、上記回り止め片（ 41）に上記座部（ 42）を取り付ける工程
が簡素化される。
【００１８】
　　第６の発明は、第１の発明において、上記回り止め片（ 41）の凸部（ 43）には、断熱
材の充填孔（ 43a）が形成されている。
【００１９】
　　この第６の発明では、上記断熱材が充填される際に、断熱材が上記回り止め片（ 41）
の凸部（ 43）を通って充填されるので、空隙がなく均一な断熱層を形成することができる
。
【００２０】
　　第７の発明は、外側板（ 3）と、内側板（ 2）と、該外側板（ 3）と内側板（ 2）との間
に形成された断熱層（ 4）とを備え、上記内側板（ 2）に機器（ 16）の取付けボルト（ 30）
が貫通する取付孔（ 31）が形成された冷凍装置のケーシングの製造方法である。そして、
平板を折り曲げて座部（ 42）と該座部（ 42）の一辺から上記取付けボルト（ 30）の軸方向
に向かって突出する凸部（ 43）とを有するＬ字型片に形成されると共に上記ナット（ 40）
が座部（ 42）に取り付けられた回り止め片（ 41）とナット（ 40）とを上記外側板（ 3）と
内側板（ 2）との間に位置させ、且つ上記内側板（ 2）に上記回り止め片（ 41）の座部（ 42
）を当接させ、内側板（ 2）の取付孔（ 31）を貫通する仮止めボルト（ 45）を上記ナット
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（ 40）に螺合して内側板（ 2）に取り付ける仮止め工程と、次に、上記外側板（ 3）と内側
板（ 2）との間に断熱材を充填して

断熱層（ 4）を形成する断熱工程と、次いで、上記仮止めボルト（ 45）を取り外し、取
付けボルト（ 30）をナット（ 40）に螺合して機器（ 16）を内側板（ 2）に取り付ける機器
取付工程とを備えている。
【００２１】
　　この第７の発明では、上記ナット（ 40）が、上記回り止め片（ 41）に取り付けられて
いるために、上記ナット（ 40）を仮止め後に、上記断熱材を上記ナット（ 40）及び上記回
り止め片（ 41）の周辺に隙間なく充填して断熱層（ 4）を形成し、該断熱層（ 4）中におい
て、上記回り止め片（ 41）の座部（ 42）と凸部（ 43）に作用する抵抗力により上記ナット
（ 40）を固定する。また、従来のように、接着剤を用いてナット（ 40）を取り付ける必要
がないので、内側板（ 2）の取付孔（ 31）周辺の処理や、接着剤の混合等行う必要がなく
製造工程が簡略化されると共に、接着剤を硬化させる必要がなくなるので、製造時間が短
縮される。
【発明の効果】
【００２２】
　　上記第１の発明によれば、上記ナット（ 40）を上記回り止め片（ 41）に取り付けたた
めに、上記回り止め片（ 41）の座部（ 42）によって、上記ナット（ 40）のみを上記内側板
（ 2）に当接させるよりも、上記内側板（ 2）との接触面積を大きくできることと、上記回
り止め片（ 41）が凸部（ 43）を備えていることとにより、上記座部（ 42）及び上記凸部（
43）が断熱層（ 4）中で断熱材から受ける抵抗力を利用して、上記ナット（ 40）が取付け
ボルト（ 30）を螺合する際に空回りすることと、取付孔（ 31）に対応する位置から落下す
ることとを防止することができる。これにより、機器（ 16）の取付において、固定力が安
定する。
【００２３】
　　また、上記第２の発明によれば、第１の発明において、上記回り止め片（ 41）の座部
（ 42）は、取付けボルト（ 30）と直交方向に延びる平板に形成したために、上記座部（ 42
）を、上記内側板（ 2）に確実に当接させることができるので、上記ナット（ 40）の空回
りと落下とを防止することができる。
【００２４】
　　また、上記第３の発明によれば、第２の発明において、上記回り止め片（ 41）の凸部
（ 43）は、上記座部（ 42）の一辺から取付けボルト（ 30）の軸方向に折り曲げて形成した
ために、上記回り止め片（ 41）の凸部（ 43）が、上記内側板（ 2）と略垂直になるので、
断熱層（ 4）において、上記凸部（ 43）に断熱材の抵抗力を確実に作用させることができ
る。
【００２５】
　　また、上記座部（ 42）に上記凸部（ 41）をわざわざ取り付けて回り止め片（ 41）を作
る必要がないので、回り止め片（ 41）を構成する部品点数の低減と加工の簡素化とを図る
ことができる。
【００２６】
　　また、上記第４の発明によれば、第１の発明において、上記回り止め片（ 41）の座部
（ 42）に、上記取付けボルト（ 30）が貫通する貫通孔（ 42a）を設け、上記ナット（ 40）
は、上記貫通孔（ 42a）に上記ナット（ 40）のネジ穴（ 40a）が対応するように、上記回り
止め片（ 41）に溶接したために、上記ナット（ 40）が上記回り止め片（ 41）に確実に固定
される。
【００２７】
　　また、上記取付けボルト（ 30）を上記回り止め片（ 41）の座部（ 42）を介して上記ナ
ット（ 40）に螺合されるので、上記回り止め片（ 41）の座部（ 42）が上記ナット（ 40）の
座金として機能し、上記ナット（ 40）と取付けボルト（ 30）との締め付け力の安定化を図
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ることができる。
【００２８】
　　また、上記第５の発明によれば、上記回り止め片（ 41）の座部（ 42）の嵌合孔（ 42b
）に、上記ナット（ 40）を嵌め合わせて固定するようにしたために、上記回り止め片（ 41
）の座部（ 42）に上記ナット（ 40）を溶接等する必要がなくなるので、上記回り止め片（
41）に上記座部（ 42）を取り付ける工程の簡素化を図ることができる。
【００２９】
　　また、上記第６の発明によれば、第１の発明において、上記回り止め片（ 41）の凸部
（ 43）には、断熱材の充填孔（ 43a）が形成されているために、上記断熱材が充填される
際に、断熱材が上記回り止め片（ 41）の凸部（ 43）を通って充填される。これにより、断
熱層（ 4）を空隙なく均一に形成することができる。また、上記凸部（ 43）の周辺におい
ても、空隙なく断熱材が充填されるので、上記凸部（ 43）には、確実に断熱材の抵抗力が
作用して、上記ナット（ 40）の空回り及び落下を防止することができる。
【００３０】
　　また、上記第７の発明によれば、上記ナット（ 40）が、上記回り止め片（ 41）に取り
付けられているために、上記ナット（ 40）を仮止め後に、上記断熱材を上記ナット（ 40）
及び上記回り止め片（ 41）の周辺に隙間なく充填して断熱層（ 4）を形成し、該断熱層（ 4
）中において上記回り止め片（ 41）の座部（ 42）と凸部（ 43）に作用する抵抗力を利用し
て、上記ナット（ 40）を固定することができる。
【００３１】
　　また、従来のように、接着剤を用いてナット（ 40）を取り付ける必要がないので、内
側板（ 2）の取付孔（ 31）周辺の処理や、接着剤の混合等行う必要がなく製造工程が簡略
化することができると共に、接着剤を硬化させる必要がなくなるので、製造時間の短縮化
を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００３３】
　　《発明の実施形態１》
　　本発明の実施形態１は、図１に示す冷凍コンテナ（ 10）であって、ケーシング（ 11）
を備え、該ケーシング（ 11）内に貯蔵された運搬物を冷却しながら、コンテナ船やコンテ
ナ車によって運搬されるものである。
【００３４】
　　上記ケーシング（ 11）は、図１に示すように、天板（ t）と底板（ b）と４枚の側面板
（ s1,s2,s3,s4）とを備え、略直方体に形成されている。図１における左手前側の側面板
（ s1）は、機器取付板（ s1）であって、コンテナ内部の冷却を行う冷却機器が取り付けら
れている。
【００３５】
　　図２は、上記機器取付板（ s1）の図１におけるＡ－Ａ線断面図である。上記ケーシン
グを構成する各板（ t,b,s1,s2,…）は、図２に示すように、内側板（ 2）と、外側板（ 3）
と、断熱層（ 4）とを備えている。上記内側板（ 3）は、合成樹脂材料から一体的に形成さ
れた板厚３ｍｍの合成樹脂板であり、上記外側板（ 3）は、例えば、アルミ合金等の金属
を板状に形成した板厚３ｍｍの金属板である。上記断熱層（ 4）は、上記内側板（ 2）及び
外側板（ 3）の間に介在して設けられ、上記内側板（ 2）及び外側板（ 3）の間にウレタン
等の発泡性の断熱材を充填して形成されたものである。なお、上記機器取付板（ s1）を除
く各板（ t,b,s2,s3,s4）は、扁平な板状に形成されている。
【００３６】
　　上記機器取付板（ s1）は、下部がコンテナ（ 10）庫内の方向に屈曲し、コンテナ（ 10
）庫外においては、下部に凹部（ 5）が形成され、コンテナ（ 10）庫外においては、上部
に凹部（ 6）が形成されている。上記機器取付板（ s1）の庫外凹部（ 5）には、圧縮機（ 20
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）、凝縮器（ 14）、膨張機構（ 22）が設けられ、上記側面板の庫内凹部（ 6）には、蒸発
器（ 16）が設けられ、これらが図示しない冷媒配管により順に接続されて蒸気圧縮式冷凍
サイクルの冷媒回路を構成している。さらに、上記機器取付板（ s1）の庫外凹部（ 5）に
は、上記凝縮器（ 14）に庫外空気を送るためのファン（ 18）が設けられ、上記機器取付板
（ s1）の庫内凹部（ 6）には、上記蒸発器（ 16）に庫内空気をに送るための庫内ファン（ 1
9）が設けられている。
【００３７】
　　次に、本発明の特徴である上記機器取付板（ s1）の構成について、図３に示す蒸発器
（ 16）の取付構造に基づいて、より詳細に説明する。
【００３８】
　　図３（ａ）に示すように、機器取付板（ s1）の内側板（ 2）は、取付孔（ 31）を備え
ている。該取付孔（ 31）は、機器を取り付けるための取付けボルト（ 30）を貫通させるた
めのものであって、上記内側板（ 2）に、庫内機器及び取付けボルト（ 30）の数に応じて
、例えば約４０個設けられている。
【００３９】
　　上記断熱層（ 4）には、上記取付孔（ 31）に対応して、ナット（ 40）と、該ナット（ 4
0）が取り付けられたＬ字型片（ 41）とが設けられている。図３（ａ）及び（ｂ）に示す
ように、上記Ｌ字型片（ 41）は、例えば、鉄や亜鉛めっき鋼板等からなる金属製の平板の
一辺を、略垂直に折り曲げて形成したもので、座部（ 42）と、凸部（ 43）とを備えている
。つまり、上記Ｌ字型片（ 41）の座部（ 42）は平板状に形成され、凸部（ 43）は、上記座
部（ 42）から略垂直方向に突出し、上記Ｌ字型片（ 41）は、上記断熱層（ 4）中において
ナット（ 40）の回転及び落下等を防止する回り止め片に構成されている。また、上記Ｌ字
型片（ 41）の座部（ 42）は貫通孔（ 42a）を備える一方、上記凸部（ 43）は、断熱材の充
填孔（ 43a）を備えている。上記座部（ 42）は、上記取付けボルト（ 30）を貫通させるた
めのものであり、上記充填孔（ 43a）は、発泡性を有する断熱材を充填する際に、断熱材
が円滑に流れ、断熱層を隙間なく形成するためのものである。
【００４０】
　　なお、本実施形態におけるＬ字型片（ 41）は、板厚１．２ｍｍ、一辺が４０ｍｍの正
方形の金属平板の一辺を折り曲げて、突出高さ８ｍｍの凸部（ 43）を形成させたものを用
いるが、これらの寸法は特に限定されず、ナット（ 40）の大きさや、断熱材の種類等に応
じて適した寸法のものを用いることが好ましい。
【００４１】
　　上記ナット（ 40）は、該ナット（ 40）のネジ穴（ 40a）が上記Ｌ字型片（ 41）の座部
（ 42）の貫通孔（ 42a）に対応し、且つ、上記座部（ 42）に対して、上記ナット（ 40）と
上記凸部（ 43）とが同じ方向に位置するようにして、上記Ｌ字型片（ 41）の座部（ 42）に
溶接されている。
【００４２】
　　そして、上記Ｌ字型片（ 41）は、上記座部（ 42）の貫通孔（ 42a）が、内側板（ 2）の
取付孔（ 31）に対応し、且つ上記凸部（ 43）が外側板（ 3）の方向に突出するように、上
記内側板（ 2）に上記座部（ 42）を当接させている。これにより、上記断熱層（ 4）におい
て、上記ナット（ 40）のネジ穴（ 40a）は、上記Ｌ字型片（ 41）の座部（ 42）の貫通孔（ 4
2a）を介して上記内側板（ 2）の取付孔（ 31）に対応している。
【００４３】
　　このようにして、上記蒸発器（ 16）は、該蒸発器（ 16）のフランジ部等に設けられた
ボルト挿入孔（ 16a）に、上記取付けボルト（ 30）を貫通させ、さらに、該取付けボルト
（ 30）を上記内側板（ 2）の取付孔（ 31）及び上記Ｌ字型片（ 41）の座部（ 42）の貫通孔
（ 42a）を介して上記ナット（ 40）に螺合させることにより、機器取付板（ s1）に取り付
けられている。
【００４４】
　　－運転動作－
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　　次に、上記冷凍コンテナ（ 10）の運転動作について説明する。
【００４５】
　　上記冷凍コンテナ（ 10）の運転を開始すると、庫外凹部（ 5）に設けられた圧縮機（ 2
0）から冷媒が吐出されて凝縮器（ 14）に導入される。冷媒は、上記凝縮器（ 14）におい
て、上記庫外ファン（ 18）によって上記凝縮器（ 14）に送られた庫外空気に放熱して凝縮
され、液冷媒となる。そして、該液冷媒は、上記膨張機構（ 22）を通って減圧され、上記
庫内凹部（ 6）の蒸発器（ 16）に導入される。上記蒸発器（ 16）においては、冷媒が、上
記庫内ファン（ 19）によって上記蒸発器（ 16）に送られた庫内空気から熱を奪って蒸発し
、庫内空気を冷却する。そして、蒸発した冷媒は再び圧縮機（ 20）に吸入される。このよ
うにして、冷凍コンテナ（ 10）の庫内は冷却される。
【００４６】
　　－製造方法－
　　次に、上述したケーシング（ 11）の機器取付板（ s1）の製造方法を、図４に基づいて
説明する。
【００４７】
　　まず、準備工程おいて、上記内側板（ 2）に取付孔（ 31）を設けた後、上記内側板（ 2
）と外側板（ 3）とを対向させて配置する。
【００４８】
　　次に、上記ナット（ 40）の仮止め工程に移る。該仮止め工程においては、先ず、仮止
めボルト（ 45）を上記内側板（ 2）の取付孔（ 31）に、上記外側板（ 3）と反対側から貫通
させ、上記ナット（ 40）を、該ナット（ 40）が溶接されているＬ字型片（ 41）の座部（ 42
）の貫通孔（ 42a）を介して螺合させる。このようにして、上記内側板（ 2）に上記座部（
42）が当接し、上記Ｌ字型片（ 41）の凸部（ 43）が上記外側板（ 3）に向かうように、上
記ナット（ 40）とＬ字型片（ 42）とが仮止めされる。
【００４９】
　　そして、上記外側板（ 3）と内側板（ 2）との間に断熱層（ 4）を形成する断熱工程に
移る。上記断熱工程においては、ウレタン等の発泡性を有する断熱材を、上記外側板（ 3
）と上記内側板（ 2）との間に充填する。この際、断熱材には、発泡助剤を混合させてお
く。上記断熱材は、充填開始時は液状であり、図４の矢印に示すように、上記外側板（ 3
）と上記内側板（ 2）との間を任意の方向に流れ、上記ナット（ 4）及びＬ字型片（ 41）の
取付部分に達すると、上記Ｌ字型片（ 41）の凸部（ 43）の充填孔（ 43a）を通って流れる
。このようにして、上記内側板（ 3）及び外側板（ 4）の間には、断熱材が隙間なく充填さ
れて発泡し、断熱層（ 4）が形成される。また、上記断熱材は、上記Ｌ字型片（ 41）の座
部（ 42）と上記内側板（ 2）との間の狭い隙間（ 2a）にも少量流れ込む。
【００５０】
　　発泡した断熱材が硬化したら、機器取付工程に移る。該機器取付工程では、先ず、上
記仮止めボルト（ 45）を取り外す。ここで、ウレタン等の断熱材は液状で接着性を有する
ので、上記Ｌ字型片（ 41）は、該Ｌ字型片（ 41）の座部（ 42）と内側板（ 2）との隙間（ 2
a）に流入した少量の断熱材により内側板（ 2）に接着されている。また、上記凸部（ 43）
の周辺には、発泡硬化した断熱材が隙間なく充填されているので、上記凸部（ 43）が断熱
層（ 4）中で断熱材の抵抗力を受けることから、上記ナット（ 40）は、上記仮止めボルト
（ 45）を外す際に空回りしたり、外した後に断熱層（ 4）中を落下することなく、上記取
付孔（ 31）に対応する位置に固定される。そして、取付けボルト（ 30）を上記蒸発器（ 16
）等のボルト挿入孔（ 16a）に挿入し、内側板（ 2）の取付孔（ 31）及びＬ字型片（ 41）の
座部（ 42）の貫通孔（ 42a）を介して上記ナット（ 40）に螺合させて内側板（ 2）に取り付
ける。この際においても、上記Ｌ字型片（ 41）の凸部（ 43）及び座部（ 42）に、断熱層（
4）中の断熱材が抵抗力として作用するので、上記ナット（ 41）が空回りすることがなく
、取付けボルト（ 30）の固定力が安定する。
【００５１】
　　なお、準備工程における内側板（ 2）と外側板（ 3）とを対向させて配置する工程は、
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少なくとも、断熱工程の前に行うようにすればよい。
【００５２】
　　－実施形態１の効果－
　　本発明では、冷凍コンテナ（ 10）のケーシング（ 11）の機器取付板（ s1）において、
内側板（ 2）の取付孔（ 31）に対応するように、断熱層（ 4）中にナット（ 40）と該ナット
（ 40）が溶接されたＬ字型片（ 41）を設けて、該Ｌ字型片（ 41）の凸部（ 43）を上記外側
板（ 3）の方向に突出させたために、上記凸部（ 43）が断熱層（ 4）中の断熱材から受ける
抵抗力を利用して、上記ナット（ 40）の移動を防止することができる。また、上記Ｌ字型
片（ 41）の座部（ 42）を平板状にしたために、上記座部（ 42）を上記内側板（ 31）に確実
に当接させることができるので、上記ナット（ 40）のみを上記内側板（ 2）に当接させる
よりも上記内側板（ 2）との接触面積を確実に大きくすることができることから、上記内
側板（ 2a）と上記Ｌ字型片（ 41）の座部（ 42）との間の隙間（ 2a）に少量存在する断熱材
の接着力を大きく作用させてナット（ 40）を固定することができる。これにより、上記ナ
ット（ 40）が取付孔（ 31）に対応する位置から落下することと、取付けボルト（ 30）が螺
合する際に空回りすることとを防止することができるので、蒸発器（ 16）等の庫内機器の
取付において、固定力が安定する。
【００５３】
　　また、上記取付けボルト（ 30）は、上記Ｌ字型片（ 41）の座部（ 42）の貫通孔（ 42a
）を貫通して、上記ナット（ 40）のネジ穴（ 40a）に螺合されるので、上記Ｌ字型片（ 41
）の座部（ 42）が、座金としての機能を果たし、上記ナット（ 40）と取付けボルト（ 30）
との締め付け力の安定化を図ることができる。
【００５４】
　　また、上記機器取付板（ 40）は、仮止め工程と、断熱工程と、機器取付工程を経て製
造されるので、従来のように、接着剤を用いてナット（ 40）を取り付ける必要がないので
、内側板（ 2）の取付孔（ 31）周辺の処理や、接着剤の混合等の工程を行う必要がなく製
造工程が簡素化を図ることができると共に、接着剤を硬化させる必要がないので、製造時
間の短縮化を図ることができる。
【００５５】
　　そして、Ｌ字型片（ 40）の凸部（ 43）には、断熱材の充填孔（ 43a）が形成したため
に、上記断熱工程において、断熱材が上記充填孔（ 43a）を通って空隙なく均一に充填さ
れる。これにより、上記凸部（ 43）の周辺においても、空隙なく断熱材が充填されるので
、上記凸部（ 43）には、確実に断熱材の抵抗力が作用して、上記ナット（ 40）の空回り及
び落下を防止することができる。また、コンテナ（ 10）の庫内と庫外との断熱を確実に図
ることができる。
【００５６】
　《発明の実施形態２》
　　本実施形態は、上記実施形態１がＬ字型片（ 41）の座部（ 42）にボルトの貫通孔（ 42
a）を設けたことに代わり、図５に示すように、ナット（ 40）を軸方向に嵌合させるため
の嵌合孔（ 42b）を設けたものである。
【００５７】
　　具体的に、本実施形態のＬ字型片（ 41）の座部（ 42）には、上記ナット（ 40）が軸方
向に嵌合される嵌合孔（ 42b）が設けられ、上記ナット（ 40）は、上記嵌合孔（ 42b）に嵌
め合わせられることによって固定されている。そして、取付けボルト（ 30）は、内側板（
2）の取付孔（ 31）を介して直接ナット（ 40）に螺合されている。
【００５８】
　　本実施形態では、上記Ｌ字型片（ 41）の座部（ 42）の嵌合孔（ 42b）に、上記ナット
（ 40）を嵌め合わせて固定することができるので、Ｌ字型片（ 41）の座部（ 42）に、上記
ナット（ 40）を溶接する必要がなくなることから、Ｌ字型片（ 41）にナット（ 40）を取り
付ける工程の簡素化を図ることができる。
【００５９】
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　　その他の構成、作用及び効果は、実施形態１と同じである。
【００６０】
　　－実施形態２の変形例－
　　本実施形態は、図６に示すように、Ｌ字型片（ 41）の座部（ 42）に、上記実施形態１
のように取付けボルト（ 30）の貫通孔（ 42a）を設けると共に、上記実施形態２のように
ナット（ 40）の嵌合孔（ 42b）を設けたものである。
【００６１】
　　具体的に、本実施形態のＬ字型片（ 41）の座部（ 42）には、図６に示すように、座部
に孔部（ 42c）が貫通し、該孔部（ 42c）の内側板（ 2）側が貫通孔（ 42a）となり、外側板
（ 3）側が嵌合孔（ 42b）となっている。上記ナット（ 40）は、上記Ｌ字型片（ 41）の座部
（ 42）の貫通孔（ 42a）に嵌め合わせて固定されている。そして、上記取付けボルト（ 30
）は、内側板（ 2）の取付孔（ 31）を貫通し、上記Ｌ字型片（ 41）の座部（ 42）の貫通孔
（ 42a）を介して、ナット（ 40）に螺合されている。
【００６２】
　　本実施形態では、上記Ｌ字型片（ 41）の座部（ 42）に取付けボルト（ 30）の貫通孔（
42a）とナット（ 40）の嵌合孔（ 42b）とを設けたことにより、上記Ｌ字型片（ 41）の座部
（ 42）に上記ナット（ 40）を溶接することなく固定することができると共に、上記座部（
42）が上記ナット（ 40）の座金としての機能を果たし、上記ナット（ 40）の取付けボルト
（ 30）の締め付け力の安定化を図ることができる。
【００６３】
　　その他の構成、作用及び効果は、実施形態１と同じである。
【００６４】
　　《その他の実施形態》
　　上記実施形態については、以下のような構成としてもよい。
【００６５】
　　上記実施形態１では、回り止め片をＬ字型片（ 41）としたが、回り止め片は、座部（
42）と凸部（ 43）とを備えていればよく、構成は特に限定されない。
【００６６】
　　具体的に、上記実施形態１の回り止め片では、凸部（ 43）は１つであったが、複数設
けられていてもよく、例えば、コの字型片であってもよい。また、上記実施形態１では、
上記凸部（ 43）に断熱材の充填孔（ 43a）を設けたが、充填孔（ 43a）がなくてもよい。そ
して、凸部（ 43）を複数を設ける場合は、充填孔（ 43a）が設けられている凸部（ 43）と
、充填孔（ 43a）が設けられていない凸部（ 43）とが含まれていてもよい。また、回りと
め片の凸部（ 43）は、座部（ 42）に溶接等して取り付けてもよい。
【００６７】
　　また、上記実施形態１では、断熱層（ 4）の断熱材をウレタン等の発泡性の樹脂とし
たが、その他の断熱材であってもよい。ウレタンのような発泡性の樹脂を用いることによ
り、図４に示したように、例えば、Ｌ字型片（ 41）の座部（ 42）と内側板（ 2）との間の
非常に小さな隙間にも行き渡り、ナット（ 40）及びＬ字型片（ 41）を確実に固定すること
ができるが、その他の断熱材であっても、Ｌ字型片（ 41）の座部（ 42）及び凸部（ 43）の
抵抗力によって、ナット（ 40）の空回りと落下とを防止することができる。
【００６８】
　　なお、以上の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あ
るいはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　　以上説明したように、本発明は、冷凍装置のケーシング構造及びケーシングの製造方
法にについて有用である。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
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【図１】実施形態１の冷凍コンテナの構成を示す斜視図である。
【図２】実施形態１の冷凍コンテナの機器取付板の図１におけるＡ－Ａ線断面図である。
【図３】（ａ）は、実施形態１の庫内機器の取り付け構成を示す機器取付板の断面図であ
り、（ｂ）は、Ｌ字型片と該Ｌ字型片に取り付けられたナットとの構成を示す斜視図であ
る。
【図４】実施形態１の冷凍コンテナの機器取付板の製造工程を示す図である。。
【図５】実施形態２の庫内機器の取り付け構成を示す機器取付板の断面図である。
【図６】実施形態２の変形例の庫内機器の取り付け構成を示す機器取付板の断面図である
。
【図７】従来技術を示すナットが内側板に接着剤で固定されたケーシングの断面図である
。
【符号の説明】
【００７１】
　  2　内側板
 　 3　外側板
 　 4　断熱層
　 10　冷凍装置
　 11　ケーシング
　 30　取付けボルト
　 31　取付孔
　 40　ナット
　 40a ネジ穴
　 41　Ｌ字型片（回り止め片）
　 42　座部
　 42a 貫通孔
　 42b 嵌合孔
　 43　凸部
　 43a 充填孔
　 45　仮止めボルト
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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